
事業名：柏原市新庁舎売店等運営事業

No. 質問箇所

1 平面図Ａ

2 実施要項

3 実施要項

4 実施要項

5 実施要項

コンビニ出入口の庁舎側の扉は閉庁時間
の17:30に閉まるのでしょうか。また、扉
の戸締りはどのように行うのでしょう
か。

現庁舎の出入口は、来庁者の状況により
ますが18：00頃に施錠しています。
今後、運用方法を検討するなかで詳細を
決定していきます。

質 問 回 答 書  （ 提案 ）

質問内容 回答

売店出入口の仕様は決まっているので
しょうか。決まっていましたら詳細を教
えてください。

売店前の庁舎エントランスの北側・南側
の建具は共に自動ドア（片引き）となる
予定です。

庁舎前面道路の外向けに看板は設置可能
でしょうか。

屋外広告物等の関係法令を遵守する必要
があるため、寸法、表示内容、設置場所
等により可否が決まります。

ゴミ処理業者の件ですが、使用料はお支
払いしますので、市役所様で契約されて
いる業者に依頼する事は可能でしょう
か。

市を通しての支払い等は出来ません。
契約業者と単価等についての協議と別途
契約が必要と考えます。

プレゼンテーションの際に販売商品の試
食は可能でしょうか。

アピールしたい商品等については、写真
やサンプル品の提示などによる方法でお
願いします。
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